
 

 

 

 

 

 

 

議案第１号 

審議会の会長及び副会長の選出について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料 1-① 
 

 

枚方市条例第 35 号 

 

   枚方市附属機関条例 

 

 （設置等） 

第１条 他の条例に定めがあるものを除くほか、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４

第３項の規定に基づき、別表のとおり執行機関の附属機関を置く。 

２ 附属機関は、執行機関その他担任事務に係る機関の諮問に応じ、審査等の結果を答申する。た

だし、執行機関その他担任事務に係る機関が定める事項については、諮問がない場合において

も、意見を述べることができる。 

 （委員の委嘱） 

第２条 委員の委嘱期間は、別表に定めがあるものを除くほか、２年（委員を増員する場合その他

特別の事情がある場合にあっては、２年以内）とする。 

２ 補欠の委員の委嘱期間は、前委員の委嘱期間の残期間とする。 

３ 委員の再度の委嘱は、妨げない。 

 （臨時委員） 

第３条 執行機関は、附属機関の担任事務に関し必要があると認めるときは、臨時委員を委嘱する

ことができる。 

 （会長及び副会長） 

第４条 附属機関に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員（臨時委員を含む。以下同じ。）の互選によって定める。ただし、副

会長については、会長が必要と認めるときは、その指名により定めることができる。 

３ 会長は、会務を総理し、附属機関を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。 

 （会議） 

第５条 附属機関の会議は、会長（会長が定められていない場合にあっては、執行機関）が招集

し、会長がその議長となる。 

２ 附属機関の会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ、開くことができない。 

３ 附属機関の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。ただし、執行機関が定める附属機関については、出席した委員の３分の２以上の多

数で決する。 

 （会議の公開） 

第６条 附属機関の会議は、公開とする。ただし、次に掲げる会議は、非公開とすることができ

る。 

⑴ 枚方市情報公開条例（平成９年枚方市条例第23号）第６条に規定する情報が含まれる事項に

関する審査等を行う会議 

⑵ 公開することにより、公正かつ円滑な審査等が著しく阻害され、その目的を達成することが



 

 

できない会議 

２ 附属機関の会議の議事については、会議録を作成しなければならない。 

 （部会） 

第７条 会長は、附属機関の担任事務に関し必要があると認めるときは、附属機関に部会を置くこ

とができる。 

２ 前３条の規定は、部会について準用する。 

３ 前項に定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

 （関係者に対する協力要請） 

第８条 附属機関は、担任事務に関し必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提供、説

明その他の必要な協力を求めることができる。 

 （委員の守秘義務） 

第９条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様と

する。 

 （委任） 

第10条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、執行機関が

別に定める。 

 

附 則［平成24年9月13日公布］ 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （枚方市住居表示改正審議会設置条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

⑴ 枚方市住居表示改正審議会設置条例（昭和39年枚方市条例第25号） 

⑵ 枚方市特別職報酬等審議会条例（昭和39年枚方市条例第51号） 

⑶ 枚方市風俗営業等審査会設置条例（昭和49年枚方市条例第２号） 

⑷ 枚方市総合計画審議会条例（昭和58年枚方市条例第20号） 

⑸ 枚方市保健福祉審議会条例（平成４年枚方市条例第30号） 

⑹ 枚方市情報公開・個人情報保護審議会条例（平成９年枚方市条例第25号） 

⑺ 枚方市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成９年枚方市条例第26号） 

⑻ 枚方市学校規模等適正化審議会条例（平成10年枚方市条例第13号） 

⑼ 枚方市生涯学習推進審議会条例（平成18年枚方市条例第１号） 

⑽ 枚方市退職手当審査会条例（平成22年枚方市条例第１号） 

⑾ 枚方市新行政改革大綱策定審議会条例（平成24年枚方市条例第33号） 

⑿ （仮称）枚方市市民まちづくり基本条例策定審議会条例（平成24年枚方市条例第34号） 

 （経過措置） 

３ この条例の施行の際現に前項の条例（枚方市総合計画審議会条例を除く。）の規定により委嘱

されている委員は、この条例の規定により委嘱された委員とみなす。 



 

 

 （枚方市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

４ 枚方市報酬及び費用弁償に関する条例（昭和23年枚方市条例第105号）の一部を次のように改

正する。 

  別表第１介護給付費等の支給に関する審査会委員の項の次に次のように加える。 

市立枚方市民病院改革プラン評価委員会会長 日   額       23,000円 

市立枚方市民病院改革プラン評価委員会委員 日   額       17,000円 



 

 

別表（第１条、第２条関係） 

１ 市長の附属機関    

名 称 担 任 事 務 
委員の 
定数あ 委 員 の 構 成 

委員の
委嘱期間 

市立枚方市

民病院改革

プラン評価

委員会ああ 

市立枚方市民病院改革プランの実施の

状況、結果等に関する審査 

５人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 市内の医療機関を代表する

者 

⑶ 医業経営における専門的知

識を有する者 

⑷ 公認会計士又は税理士 

⑸ 関係行政機関の職員 

 

枚方市ＮＰ

Ｏ活動応援

基金支援審

査会あああ

あ 

枚方市ＮＰＯ活動応援基金により本市

が行う特定非営利活動の支援に係る対

象団体の登録、補助金の交付の適否等

に関する審査 

６人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 市民団体又は関係団体を代

表する者 

⑶ 前２号に掲げる者のほか、

当該審査に関し市長が適当と

認める者 

 

枚方市介護

保険施設等

整備審議会 

次に掲げる事項に関する調査審議 

⑴ 本市の介護保険施設等の整備計画

に基づく事業者の選定に関する事項 

⑵ 前号に掲げる事項のほか、本市に

おける介護保険施設等の整備に関し

市長が必要と認める事項 

８人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 保健、医療又は福祉に関す

る専門的知識を有する者 

⑶ 関係団体を代表する者 

⑷ 前３号に掲げる者のほか、

当該調査審議に関し市長が適

当と認める者 

 

枚方市技能

勤労者表彰

審査会ああ 

本市が表彰する技能勤労者（永く同一

の職業に従事し、優れた技能をもって

市民生活の向上に貢献した者をい

う。）の選考に関する審査 

６人

以内 

⑴ 関係団体を代表する者 

⑵ 前号に掲げる者のほか、当

該審査に関し市長が適当と認

める者 

 

枚方市住居

表示改正審

議会あああ 

次に掲げる事項に関する調査審議 

⑴ 町名の選定に関する事項 

⑵ 町の区画の決定に関する事項 

⑶ 町の区画及び他の区画との総合調

整に関する事項 

⑷ 町名の整理に伴い必要な事項 

10人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 商工業団体を代表する者 

⑶ 関係団体を代表する者 

⑷ 関係行政機関の職員 

⑸ 前各号に掲げる者のほか、

当該調査審議に関し市長が適

当と認める者 

 

枚方市生涯

学習推進審

議会あああ 

次に掲げる事項に関する調査審議 

⑴ 生涯学習施策の総合的な推進に関

する事項 

⑵ 生涯学習施設の機能及び運営に関

する事項 

⑶ 前２号に掲げる事項のほか、生涯

学習の振興に関する事項 

10人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 市民団体又は関係団体を代

表する者 

⑶ 前２号に掲げる者のほか、

当該調査審議に関し市長が適

当と認める者 

 

枚方市障害 障害のある第５学年及び第６学年の児 ５人 ⑴ 学識経験を有する者 答申 



 

 

のある児童

に係る留守

家庭児童会

室運営事業

者選定審査

会 あ あ あ 

童が入室する留守家庭児童会室を運営

する事業者の選定に関する審査 

以内 ⑵ 経理に関する専門的知識を

有する者 

⑶ 教育に関する専門的知識を

有する者 

⑷ 留守家庭児童会室に入室し

ている児童の保護者を代表す

る者 

⑸ 枚方市民生委員児童委員を

代表する者 

の日

まで 

枚方市情報

公開・個人

情報保護審

議会あああ 

次に掲げる事項に関する調査審議 

⑴ 枚方市個人情報保護条例（平成９

年枚方市条例第24号）の規定により

その権限に属させられた事項 

⑵ 情報公開制度及び個人情報保護制

度の運営に関する重要事項 

15人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 市民団体又は関係団体を代

表する者 

 

枚方市情報

公開・個人

情報保護審

査会あああ 

枚方市情報公開条例第10条第１項及び

枚方市個人情報保護条例第22条第１項

の決定についての不服申立てに関する

審査 

５人

以内 

学識経験を有する者 

 

 

枚方市食育

推進計画審

議会あああ 

枚方市食育推進計画の策定及び進捗状

況の評価に関する調査審議 

12人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 市民団体又は関係団体を代

表する者 

⑶ 前２号に掲げる者のほか、

当該調査審議に関し市長が適

当と認める者 

 

枚方市新行

政改革大綱

策定審議会 

本市における新たな行政改革大綱の案

の策定に関する調査審議 

10人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 企業経営に携わる者 

⑶ 市民団体又は関係団体を代

表する者 

⑷ 公募による市民 

⑸ 前各号に掲げる者のほか、

当該調査審議に関し市長が適

当と認める者 

答申

の日

まで 

枚方市新産

業創出支援

事業選定審

査会あああ 

新産業創出支援事業に係る補助金の交

付の対象となる事業の選定に関する審

査 

５人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 企業経営に関する専門的知

識を有する者 

⑶ 前２号に掲げる者のほか、

当該審査に関し市長が適当と

認める者 

 

枚方市退職

手当審査会 

枚方市職員の退職手当に関する条例

（昭和38年枚方市条例第18号）の規定

によりその権限に属させられた事項に

関する審査 

５人

以内 

⑴ 公正な職務の執行の確保及

び倫理の保持に関して高い識

見を有し、公正な判断をする

ことができる者 

⑵ 前号に掲げる者のほか、当

該審査に関し市長が適当と認 

答申

の日

まで 



 

 

   める者  

枚方市地域

産業基盤強

化奨励事業

選定審査会 

地域産業基盤強化奨励事業に係る補助

金の交付の対象となる事業の選定に関

する審査 

５人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 労働又は雇用に関する専門

的知識を有する者 

⑶ 企業経営に関する専門的知

識を有する者 

⑷ 関係団体を代表する者 

 

枚方市地域

づくりデザ

イン事業選

定審査会あ 

地域づくりデザイン事業に係る補助金

の交付の対象となる事業の選定に関す

る審査 

５人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 市民団体又は関係団体を代

表する者 

⑶ 前２号に掲げる者のほか、

当該審査に関し市長が適当と

認める者 

 

枚方市地域

包括支援セ

ンター運営

等審議会あ 

次に掲げる事項に関する調査審議 

⑴ 地域包括支援センターの設置及び

運営・評価に関する事項 

⑵ 介護サービスと連携して実施する

事業の運営事業者の選定その他地域

における介護保険以外のサービスと

の連携に関する事項 

⑶ 前２号に掲げる事項のほか、地域

包括支援センターの運営及び地域包

括ケアに関し市長が必要と認める事

項 

10人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 保健、医療又は福祉に関す

る専門的知識を有する者 

⑶ 関係団体を代表する者 

⑷ 前３号に掲げる者のほか、

当該調査審議に関し市長が適

当と認める者 

 

枚方市地域

密着型サー

ビス等運営

審議会ああ 

次に掲げる事項に関する調査審議 

⑴ 地域密着型サービス等を行う事業

者の指定及び指定基準に関する事項 

⑵ 地域密着型サービス費等の額の設

定に関する事項 

⑶ 前２号に掲げる事項のほか、地域

密着型サービス等に関し市長が必要

と認める事項 

７人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 保健、医療又は福祉に関す

る専門的知識を有する者 

⑶ 関係団体を代表する者 

⑷ 前３号に掲げる者のほか、

当該調査審議に関し市長が適

当と認める者 

 

枚方市特別

職報酬等審

議会あああ 

議員報酬の額、市長、副市長、上下水

道事業管理者、病院事業管理者、常勤

の監査委員及び教育長の給料及び退職

手当の額並びに政務調査費の額に関す

る調査審議 

10人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 市内の公共的団体等を代表

する者 

⑶ 公募による市民 

 

枚方市都市

景観審議会 

本市における都市景観の形成に関する

重要事項に関する調査審議 

 

10人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 公募による市民 

⑶ 前２号に掲げる者のほか、

当該調査審議に関し市長が適

当と認める者 

 

枚方市風俗

営業等審査 

次に掲げる事項に関する審査 

⑴ 枚方市住み良い環境に関する条例 

13人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 市民団体を代表する者 

 



 

 

会 （昭和49年枚方市条例第１号）の規

定によりその権限に属させられた事

項 

⑵ 枚方市一般旅館及びラブホテルの

建築規制に関する条例（昭和57年枚

方市条例第８号）の規定によりその

権限に属させられた事項 

⑶ 枚方市ぱちんこ遊技場の建築規制

に関する条例（昭和59年枚方市条例

第39号）の規定によりその権限に属

させられた事項 

⑷ 前３号に係る規制措置に関する重

要事項 

 ⑶ 前２号に掲げる者のほか、

当該審査に関し市長が適当と

認める者 

 

枚方市包括

外部監査人

選定審査会 

包括外部監査人の候補者の選定に関す

る審査 

５人

以内 

会計分野、行政分野、法律分野

その他市長が適当と認める分野

の知識経験を有する者 

３年

以内 

枚方市保健

福祉審議会 

保健・医療・福祉サービスを総合的に

提供するための施策に関する重要事項

に関する調査審議 

23人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 保健・医療・福祉団体を代

表する者 

⑶ 関係団体を代表する者 

⑷ 公益団体を代表する者 

⑸ 関係行政機関の職員 

⑹ 前各号に掲げる者のほか、

当該調査審議に関し市長が適

当と認める者 

 

枚方市予防

接種健康被

害調査会あ 

予防接種法（昭和23年法律第68号）第

３条及び第６条に規定する予防接種に

よる健康被害の発生の際の医学的見地

からの調査 

６人

以内 

⑴ 大阪府から推薦を受けた医

師 

⑵ 大阪府枚方保健所長又は大

阪府枚方保健所の医師 

⑶ 枚方市医師会から推薦を受

けた医師 

 

枚方市立保

育所民営化

に係る運営

法人選定審

査会あああ 

民間による運営への移行を決定した保

育所を運営する社会福祉法人の選定に

関する審査 

１案

件に

つき

７人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 社会福祉法人の経理に関す

る専門的知識を有する者 

⑶ 民間による運営への移行を

決定した保育所の保護者を代

表する者 

⑷ 枚方市民生委員児童委員を

代表する者 

⑸ 市民団体を代表する者 

答申

の日

まで 

枚方市老人

ホーム入所

判定審査会 

老人ホームへの入所及び入所の継続の

要否に関する審査 

８人

以内 

⑴ 保健、医療又は福祉に関す

る専門的知識を有する者 

⑵ 関係団体を代表する者 

⑶ 前２号に掲げる者のほか、

当該審査に関し市長が適当と

認める者 

 



 

 

文化芸術の

振興に関す

る条例策定

審議会ああ 

文化芸術の振興に関する条例の案の策

定に関する調査審議 

10人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 文化芸術に関する専門的知

識を有する者 

⑶ 公募による市民 

⑷ 前３号に掲げる者のほか、

当該調査審議に関し市長が適

当と認める者 

答申

の日

まで 

（仮称）枚

方市市民ま

ちづくり基

本条例策定

審議会ああ 

（仮称）枚方市市民まちづくり基本条

例の案の策定に関する調査審議 

10人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 市民団体又は関係団体を代

表する者 

⑶ 商工業団体を代表する者 

⑷ 福祉団体を代表する者 

⑸ 公募による市民 

⑹ 前各号に掲げる者のほか、

当該調査審議に関し市長が適

当と認める者 

答申

の日

まで 

２ 教育委員会の附属機関 
   

名 称 担 任 事 務 
委員の 
定数あ 委 員 の 構 成 

委員の 
委嘱期間 

枚方市学校

規模等適正

化審議会あ 

次に掲げる事項に関する調査審議 

⑴ 市立の小学校及び中学校（以下

「小学校等」という。）の規模の適

正化に関する事項 

⑵ 小学校等の配置の適正化に関する

事項 

⑶ 前２号に掲げる事項に関し教育委

員会が必要と認める事項 

18人

以内 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 市民団体又は関係団体を代

表する者 

 

 



資料 1-② 
 

 

枚方市都市景観審議会委員名簿 （平成 24年９月 28日現在） 

氏  名 分  野 役  職  等 任   期 

うしま  みつひさ 

鵜島 三壽 

 

歴史・文化 

関西外国語大学 

国際言語学部 

准教授 

平成 25年 10月 31日まで 

（新任） 

おか   えりこ 

岡 絵理子 
居住環境 

関西大学 

環境都市工学部 建築学科 

准教授 

同        上（新任） 

  おの  ひさこ 

小野 久子  

 

観  光 枚方市文化観光協会  同        上（新任） 

おんち  みつこ 

 恩地 未通子 

 

商  業 北大阪商工会議所 同        上（新任） 

きのした  よりこ 

木下 依子 

 

市民委員  同        上（新任） 

しもむら やすひこ 

 下村 泰彦 

 

緑地環境・造園 

大阪府立大学 大学院 

生命環境科学研究科 

緑地環境科学専攻 

教 授 

同        上（新任） 

ただ  じゅんじ 

多田 純治 

 

行  政 

大阪府 住宅まちづくり部

建築指導室 建築企画課 

景観推進Ｇ  参事 

同        上（新任） 

 ふくやま  みのる 

 福山  實 

 

建  築 
大阪府建築士事務所協会 

第３支部長 
同        上（新任） 

やました  しげお 

山下 滋雄 

 

市民委員  同        上（新任） 

よしかわ  しん 

吉川 眞 

 

環境デザイン 

・景観工学 

大阪工業大学 

工学部 都市デザイン工学科 

教 授 

同        上（新任） 

（50音順） 
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